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本紙は新聞折り込みでお届けしています。主な区立施設・駅・スーパー・新聞販売店などにも置いています。新聞を購読していない方には個別配達します。

　日本に住民登録のある20歳以
上60歳未満の方は、国民年金に
加入する必要があります（中・長
期在留の留学生等、外国籍の方
を含む）。

　免除等の期間は、国民年金の受給資格に必要な期間に算入されます。下記
①②③は、申請時点の2年1か月前の月分までさかのぼって申請できます。
①学生納付特例制度
　保険料の納付が猶予されます。
※老齢基礎年金の受給額には反映されません。
対同制度の対象校の学生で本人の前年中の所得が一定額以下の方
②免除（全額免除・一部免除）制度
　退職（失業）した方は、特例免除制度を利用できます。
③納付猶予制度
対 50歳未満の方で世帯主の所得にかかわらず本人・配偶者の前年中の所得
が一定額以下の方
※老齢基礎年金の受給額には反映されません。
④産前産後期間の免除制度
　出産（予定）日の前月～4か月間（多胎妊娠の場合は出産（予定）日の3か月前
～6か月間）の保険料（免除期間は老齢基礎年金の受給額に反映）が対象です。
対平成31年2月1日以降に妊娠85日以後で出産または出産予定の第1号被
保険者

保険料の支払いが難しいときは免除・猶予の申請を 　現金・口座振替・クレジットカード、Pay-easy等での納付のほか、ス
マートフォンアプリを使用したキャッシュレス決済でも納付できます。
詳しくは、日本年金機構ホームページ（右二次元コー
ド。HP https://www.nenkin.go.jp/service/
kokunen/hokenryo/smartphone.html）でご案内
しています。

国民年金保険料をスマートフォンアプリで納付できます

対国民年金の加入中等に初診日がある病気やけがで障害の状態
になり、障害認定日（初診日から1年6か月を経過した日またはそ
の期間内に症状が固定した日）に障害等級の1級または2級に該
当した方
※受給には保険料を一定期間以上納めている必要があります。
※20歳になる前に初診日がある病気やけがで障害の状態になっ
た方は、障害等級の1級または2級に該当した場合、原則として、
20歳から障害基礎年金が受給できます（本人に一定額以上の所
得等がある場合の支給制限あり）。

病気やけがで障害の状態になったときは障害基礎年金

国民年金の加入・変更の
届け出を忘れずに

令和8年度の国民年金保険料
定額保険料 月額1万7,920円
※付加保険料として月額400円を上乗せして納付すると、老齢基礎年金額
を増やせます（増やせる金額は、年額200円×付加保険料納付月数）。

障害基礎年金・遺族基礎年金の子の加算額
▶第1子・第2子…２４万３,８００円、▶第3子以降…８万１,３００円

種類・年金額 昭和31年4月1日
以前生まれ

昭和31年4月2日
以降生まれ

老齢基礎年金 ８４万４,９００円 ８４万７,３００円

障害基礎年金 ▶1級…１０５万６,１２５円
▶2級…８４万４,９００円

▶1級…１０５万９,１２５円
▶2級…８４万７,３００円

遺族基礎年金 ８４万４,９００円 ８４万７,３００円

令和8年度の年金額（年額）

令和8年度の国民年金

現在の状況 届け出理由 届け出先 届け出後の種別
自営業・学生・
無職等の方 20歳になった 届け出は不要（★） 第1号被保険者

第2号
被保険者の
被扶養配偶者

20歳になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第1号
被保険者

区外から転入した
届け出は不要

第1号被保険者

区内で転居した

海外へ転出するが国民
年金を納めたい

▶�国内に協力者となる
親族がいる方…区医
療保険年金課・特別
出張所

▶�国内に協力者となる
親族がいない方…新
宿年金事務所

海外から転入した ▶�区医療保険年金課
▶特別出張所

就職した 勤務先 第2号被保険者
第2号被保険者の被扶
養配偶者になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第2号
被保険者

退職した ▶区医療保険年金課
▶特別出張所 第1号被保険者

第2号被保険者の被扶
養配偶者になった 配偶者の勤務先 第3号被保険者

第3号
被保険者

就職した 勤務先 第2号被保険者
配偶者が退職した・配
偶者が65歳になった・
扶養ではなくなった

▶区医療保険年金課
▶特別出張所 第1号被保険者

配偶者が転職した（第2
号被保険者を継続） 配偶者の新しい勤務先 第3号被保険者

★20歳前後に海外から転入した方は、区医療保険年金課・特別出張所に届け出が必要です。

●�第1号被保険者…自営業等の方と配偶者、
学生・アルバイト等の方

●�第2号被保険者…会社員・公務員（厚生年金
の加入者）等の方

●�第3号被保険者…第2号被保険者に扶養さ
れている配偶者

加入者の
3つの種別

20歳になった方・
国民年金に加入または
種別変更をしたい方

問▶資格の取得・喪失、保険料の免除、給付の申請…区医療
保険年金課年金係（本庁舎4階）☎（5273）4338
▶基礎年金番号通知書、納付、厚生年金の申請等…新宿
年金事務所（新宿5-9-2、MipLa新宿五丁目ビル）☎（3354）
5048
▶一般の年金相談…ねんきんダイヤル☎0570（05）1165

（050から始まる電話からは☎（6700）1165）
▶日本年金機構ホームページ HP https://
www.nenkin.go.jp/
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